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第２期中期目標期間に係る地方独立行政法人神奈川県立産業技術総合研究所の

中期目標期間の業務の実績に関する評価の実施基準 

 

令和５年４月１日 決定  

 

１ 趣旨 

  地方独立行政法人神奈川県立産業技術総合研究所（以下「法人」という。）

にかかる地方独立行政法人法第 28条第１項第２号及び第３号に基づく中期目

標の期間における業務の実績の評価（以下「中期目標期間評価」という｡）は、

以下に示す評価の基本方針及び方法等により実施する。 

 

２ 評価の基本方針 

 (1) 中期目標の達成に向けて、法人の中期計画の事業の進捗状況を評定する。 

 (2) 県民への説明責任の観点から、評価を通じて、中期目標の達成状況や業務

の実施状況を分かりやすく示す。 

 (3) 法人の組織・業務運営等に関して改善すべき点を明らかにすることによ

り、法人運営の質的向上に資する。 

 

３ 評価の方法 

 (1) 期間業務実績報告等 

   法人は、中期目標期間の業務の実績について、別に定める様式等により中

期目標期間における業務の実績に関する報告書（以下「期間業務実績報告書」

という。）を作成する。 

   期間業務実績報告書には、中期目標期間中の各事業年度における業務の

実績に関する報告書（以下「業務実績報告書」という。）や評価結果等を踏

まえながら、中期目標期間の業務の実績及び当該実績について自ら評価を

行った結果を記載するものとし、法人の総括と課題、大項目ごとの特記事項

及び小項目ごとの業務実績と自己評価を記載する。 

 

  ア 法人の総括と課題 

    中期目標及びそれに基づく中期計画（以下「中期目標・計画」という。）

の項目別実績を踏まえ、中期目標期間における法人業務全体の実施状況

を総括し、併せて今後の課題を記載する。 

 

  イ 大項目ごとの特記事項 

    中期目標・計画の項目（大項目）ごとに、中期目標期間中における各事

業年度の評価結果を踏まえた改善に向けた取組、特色ある取組、優れた実
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績をあげた取組及び遅れている取組とその理由等を記載する。 

 

  ウ 小項目ごとの業務実績と自己評価 

    中期目標・計画の項目（小項目）ごとに、中期目標期間中における業務

実績として、取り組んだ過程と成果を記載する。なお、記載にあたっては、

取組の工夫や目標達成に向けて努力した内容等と、数値目標がある取組

は実績数値等を過年度実績との比較ができるように記載し、数値目標が

ない取組や数値で示すことが困難な取組の業務実績は、より具体的な取

組内容等を記載する。 

    また、業務の実績に対し法人は自己評価を行い、以下の５段階の区分に

より評価するとともに、その説明として判断した理由及び課題を記載す

る。 

 

   Ｓ：中期計画を大幅に上回って達成している。 

   Ａ：中期計画を達成している。 

   Ｂ：中期計画を概ね達成している。 

   Ｃ：中期計画を達成できず、改善の余地がある。 

   Ｄ：中期計画を達成できず、大幅な改善が必要である。 

 

 (2) 中期目標期間評価 

  ア 業務実績の検証 

    神奈川県知事は、中期目標期間評価を実施するに当たっては、法人から

提出された期間業務実績報告書及び期間中の各事業年度における業務実

績評価書等を基に、法人からのヒアリングを実施するなど調査・分析のう

え、業務の実績の全体について検証を行う。 

    業務実績の検証は、中期目標・計画の各項目の事業の進捗状況及び成果

等について、できる限り客観的なデータにより適正に行う。 

 

  イ 項目別評価（小項目評価） 

    神奈川県知事は、中期目標・計画の項目（小項目）ごとに、中期目標期

間中における中期計画の達成状況・成果を、業務実績の検証を踏まえ総合

的に判断し、法人の自己評価と同じ５段階の区分により評価する。 

    神奈川県知事による評価と法人の自己評価が異なる場合は、神奈川県

知事が評価の判断理由等を示すとともに、必要に応じて、特筆すべき点や

改善すべき点等があればコメントを付す。 
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  ウ 項目別評価（大項目評価） 

    神奈川県知事は、中期目標・計画の項目（大項目）ごとに、期間業務実

績報告書及び小項目評価の結果を基に、中期目標の達成状況・成果を、業

務実績の検証を踏まえ総合的に判断し、以下の５段階の区分により評価

する。 

    なお、「住民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上」に関

する評価に当たっては、法人が重点的に取り組むべきものとして「新たな

成長産業を創出する研究開発」「県内企業の競争力の強化を図る技術支援」

「県内企業等の製品及びサービスの開発並びにそれらの事業化に係る支

援」を重視するものとする。 

 

   Ｓ：中期目標を大幅に上回る成果が達成できた。 

   Ａ：中期目標を達成できた。 

   Ｂ：中期目標を概ね達成できた。 

   Ｃ：中期目標を達成できず、改善の余地がある。 

   Ｄ：中期目標を達成できず、重大な改善事項がある。 

 

  エ 全体評価 

    神奈川県知事は、全体評価について、業務実績の検証や項目別評価の結

果を踏まえ、中期目標の達成状況と業務実績全体について総合的に判断

し、記述式で評価をする。 

    なお、全体評価に当たっては、県内産業の発展及び県民生活の向上に資

することを目的とする法人の設立趣旨を踏まえ、「住民に対して提供する

サービスその他の業務の質の向上」を重視することとする。 

    また、必要があるときは、法人に対して業務運営の改善その他の必要な

措置を講ずることを命ずることができる。 

 

４ 評価の進め方 

 (1) 期間業務実績報告書の提出【６月末】 

   法人は、中期目標期間終了後３ヶ月以内に、期間業務実績報告書を神奈川

県知事に提出する。 

 

 (2) 評価の実施【７月～８月】 

   神奈川県知事は、提出された期間業務実績報告書等をもとに、法人からの

ヒアリングを実施するなど調査・分析のうえ業務実績の検証を行い、項目別

評価及び全体評価の結果を取りまとめ、評価結果(案)を作成する。 
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 (3) 評価委員会の意見聴取【７月～８月】 

   神奈川県知事は、評価結果(案)について神奈川県地方独立行政法人神奈

川県立産業技術総合研究所評価委員会（以下「評価委員会」という。）の意

見を聴取する。 

 

 (4) 意見申立て機会の付与【８月】 

   神奈川県知事は、評価結果(案)を法人に示すとともに、評価結果(案)に対

する意見申立ての機会を法人に付与する。 

 

 (5) 評価結果の決定【８月末】 

   神奈川県知事は、評価委員会及び法人からの意見等を踏まえて、評価結果

を決定し、業務実績評価書を作成する。 

 

 (6) 評価結果の通知等【９月】 

   神奈川県知事は、中期目標期間評価を決定後、その結果を法人に通知する

とともに、必要があるときは、法人に対して業務運営の改善その他の命令を

する。 

   また、神奈川県知事は、法人に対し中期目標期間評価の結果を通知したと

きは、その通知に係る事項（命令をした場合は、その通知に係る事項及びそ

の命令内容）を公表するとともに、議会に報告する。 


